
令和２年度 号外（３月）発行

県内８～１１例目の防疫措置完了について
匝瑳市の養鶏場で確認された高病原性鳥インフルエンザ（８・９・１０・１１

例目）について、当該農場における防疫措置（埋却及び農場の清掃・消
毒等）が完了しました。（令和３年３月２９日１２時完了）

明日から２１日間、新たな高病原性鳥インフルエンザの発生がなけれ
ば、４月２０日午前０時をもって、県内５例目及び８～１１例目に係る移動
制限を解除する予定です。

名 称 所 在 地 電 話 ファックス

中央家畜保健衛生所 千葉市花見川区三角町６５６ 043-250-4141 043-286-0090

東部家畜保健衛生所 東金市川場１１０５－３ 0475-52-4101 0475-52-3335

南部家畜保健衛生所 鴨川市八色５２ 04-7092-2304 04-7092-1434

北部家畜保健衛生所 香取市岩ケ崎台１２－１ 0478-54-1291 0478-54-5996

【家畜保健衛生所連絡先】 鶏に異常が見られたら、早期通報を！！

千葉県農林水産部畜産課
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
Tel：０４３－２２３－２９３８
Fax：０４３－２２２－３０９８

衛生だより
鳥インフルエンザ情報

制限区域解除までの一般的なスケジュール

移動制限区域内の
清浄性確認検査

陰性の
場合

移動・搬出制限 設定 搬出制限区域
解除

移動制限区域
解除

発生農場の
防疫措置完了

防疫措置完了から
10日経過後

防疫措置完了
21日経過後

０日（完了日）HPAI発生 2１日経過後 0:00（予定）

飼養衛生管理の再点検・再徹底をお願いします！
□衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒、専用の衣服及び靴の設置並びに使用
□衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
□家きん舎に立ち入る者の手指消毒、家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
□野生動物侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕、ねずみ・害虫の
駆除



名 称 所 在 地 電 話 ファックス

中央家畜保健衛生所 千葉市花見川区三角町６５６ 043-250-4141 043-286-0090

東部家畜保健衛生所 東金市川場１１０５－３ 0475-52-4101 0475-52-3335

南部家畜保健衛生所 鴨川市八色５２ 04-7092-2304 04-7092-1434
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  ４月１日は一斉消毒の日です！ 
   
 
 
 
チェック 番号   項 目     内  容 
  □ 
   

１ 
 

出入り車両 
消毒確認 

飼料運搬・動物薬販売・診療獣医師などの出入り車

両の消毒を確認。荷台やフロアマットも消毒。 
 □ 
 

２ 
 

立入者 
衣服交換 

畜舎等衛生管理区域に立ち入る獣医師・袋飼料配

送業者などの専用衣服への着替えを確認｡ 
  □ ３ 消石灰散布 農場入口に消石灰帯(２ｍ以上）を作る。 
  □ 
 

４ 
 

踏込み 
消毒槽点検 

鶏舎・事務所入り口の踏込み消毒槽を点検し、消毒

薬を確認。 
  □ 
 
 

５ 
 
 

防 鳥 ネ ッ ト 等

確認 
隙間対策 

防鳥ネットの確認、鶏舎の壁が破損していないか、小

動物の入れる隙間が無いか確認、補修。 
集糞ベルトや除糞ベルトの開口部の隙間対策。 

  □ 
 
 

６ 
 
 

鶏舎出入口 
手指消毒 

専用長靴着用 

鶏舎に入る際は、手指消毒または手袋着用。 
鶏舎ごとに専用長靴を設置。スノコ等を設置し、交差

汚染を防止する。使用後の洗浄・消毒を徹底。 
  □ 
 

７ 
 

整理・整頓 
 

畜舎周囲の不用品の片付け、除草を行う。 
敷地を定期的に消毒する。 

  □ ８ チェック表送付 このチェック表を家畜保健衛生所に送付します。 
  その他コメント、連絡など 

 
 

 
 
 
 
 

年月日：令和３年４月  日 
 
農場名： 
 

【家畜保健衛生所連絡先】


